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2018（平成30）年６月1日号（8）

 内容 下表のとおり

　『登
山
で
は
な
く
ハ
イ
キ
ン

グ
、
で
き
れ
ば
ト
レ
ッ
キ
ン
グ

の
リ
ー
ダ
ー
』、
そ
れ
が
立
岩

地
区
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の

役
割
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
い
か
に

楽
し
く
歩
み
続
け
る
か
、
言
い

換
え
れ
ば
、
笑
顔
で
暮
ら
せ

る
地
域
を
持
続
さ
せ
て
い
く

か
。
そ
の
た
め
に
、
地
区
内
の

情
報
・
意
見
を
集
約
し
て
、
立

岩
が
歩
み
続
け
ら
れ
る
道
を

模
索
し
て
い
き
ま
す
。

6月15日㈮までに申し込みを

６月４日㈪受け付け開始

　
「
市
長
へ
の
わ
が
ま
ち
メ
ー

ル
」
に
は
昨
年
度
7
9
2
通
、

1
0
3
1
件
の
意
見
・
提
言
な

ど
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ

ら
は
市
長
が
目
を
通
し
た
上
で

回
答
し
た
ほ
か
、
事
業
の
評
価

や
施
策
立
案
の
基
礎
資
料
と
し

て
活
用
し
、
可
能
な
も
の
か
ら

施
策
に
反
映
し
て
い
ま
す
。

主
な
意
見
と
件
数

　福祉(

児
童)

57
件
、
観
光
施

設
49
件
、
学
校
教
育
44
件
、
観

光
振
興
35
件
、
交
通
体
系
整
備

34
件
な
ど

意
見
・
提
言
受
け
付
け
中

　郵送
・
フ
ァ
ク
ス
・
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
・
e
メ
ー
ル
で

〒
790
8
5
7
1
「
市
長
へ
の
わ
が

ま
ち
メ
ー
ル
」・
FAX
934
1
7
6
8
・

メール
einfo@

city.m
atsuyam

a.
ehim

e.jp

・
HPhttp://w

w
w

.

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
が
新
た
に
設
立

市
長
へ
の
わ
が
ま
ち
メ
ー
ル

市長と話そう！タウンミーティング参加者募集

アスベスト含有調査費用補助

児童手当の現況届

①重度心身障害者②ひとり親家庭
医療費受給者証の更新

上水道の水圧が上昇します

日時  7月7日㈯15時40分～17時
10分
会場  泊南分館（泊町）
内容  興居島地区のまちづくりにつ
いて
対象・定員  興居島（由良・泊）地
区に在住または通勤・通学してい
る人。30人程度
申し込み 6月15日 ㈮(消 印 有 効)。
直接または郵送・ファクス・ｅメー

ルで参加申込書(タウンミーティング
課 〈市役所本館９階〉、興居島支所、
泊出張所、市ホームページにあり)に
住所、氏名、電話番号、年齢、性別、
勤務先(学校名)、まちづくりなどに
ついての意見を書いて、〒790–8571
タウンミーティング課 メール

e town-m@
city.matsuyama.ehime.jpへ
※託児が必要な場合は、申込書に
明記してください

　児童手当受給者は、平成30年６月1日現在の状況の届け出が必要です。
６月初旬に「現況届」を送付しますので、６月29日㈮までに提出してく
ださい。提出しないと６月分以降の手当が受けられません。また、期限
を過ぎて提出した場合は、支給が遅れることがあります。
申し込み ６月29日㈮(必着)。直接、子育て支援課(市役所別館２階)、
福祉総合窓口(同1階)、市民課(市役所本館1階)、各支所(出口出張所
を含む)、または郵送で〒790–8571子育て支援課児童手当担当へ

【提出書類】現況届(必要事項を記入)、受給者の健康保険証の写し(市国
民健康保険加入者を除く)
※世帯の状況によって追加で添付書類が必要な場合があります

　7月から①と②の受給者証が新しくなります。新しい受給者証は６月末
までに郵送します。7月になっても届かない場合は、古い受給者証と健康
保険証、印鑑を持って次の窓口に来てください▶①障がい福祉課(市役所
別館1階)▶②子育て支援課(同２階)▶①②各支所(出口出張所を含む)

　上水道の水圧を調整している機器の取り換え工事を行います。下図①
および②の区域で工事期間中は通常より水圧が上がり、水の出が強くな
りますので、蛇口で調整するなどして使用してください。

【工事期間】①６月４日㈪～ 25日㈪ ②６月20日㈬～7月17日㈫

city.m
atsuyam

a.ehim
e.jp/

w
agam

achi/

へ

※
回
答
・
公
開
希
望
の
有
無
と

回
答
を
希
望
す
る
場
合
は
住
所
・

氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

提
言
と
反
映
施
策（
一
部
抜
粋
）

提
言
公
園
遊
具
の
シ
ョ
ベ
ル
部

分
が
破
損
し
て
い
ま
す
の
で
、

修
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

反
映
現
地
破
損
状
況
を
確
認

し
、
速
や
か
に
使
用
を
禁
止
し

ま
し
た
。
破
損
し
た
遊
具
は
、

メ
ー
カ
ー
廃
番
品
で
交
換
部
品

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
公

園
利
用
者
に
非
常
に
人
気
の
あ

る
製
品
で
し
た
の
で
修
繕
し
て

残
す
こ
と
に
し
、
修
繕
を
完
了

し
ま
し
た
。

問
市
民
相
談
課
☎
948
6
4
4
7
・

FAX
934
1
7
6
8

笑
顔
で
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り

　地
域
住
民
や
団
体
が
連
携
し

て
組
織
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の

住
民
自
治
組
織
「
ま
ち
づ
く
り

協
議
会
」
は
、
市
内
41
地
区
中

28
地
区
で
協
議
会
が
設
立
さ
れ

て
い
ま
す
。
立
岩
地
区
で
は
４
月

23
日
に
協
議
会
が
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
市
で
は
引
き
続
き
、
ま
ち

づ
く
り
協
議
会
を
ま
ち
づ
く
り

の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
組
織
の

成
熟
度
に
応
じ
て
一
定
の
権
限
や

責
任
、
財

源
を
徐
々

に
移
譲

し
、
協
働

で
ま
ち
づ

く
り
に
取

り
組
ん
で

い
き
ま

す
。

～
私
た
ち
の
ま
ち
は
私
た
ち
の
手
で
！
～

設立総会の様子

会長
池谷　 満さん

興居島
地区

立 岩
地区

問タウンミーティング課☎948–6333・FAX 934–2336

問 ㈽浄水管理センター☎977–0198・FAX 977–0668問 建築指導課☎948–6510・FAX 934–0640

問 子育て支援課☎948–6354・FAX 934–1814

対象建築物 民間建築物で、吹き付けアスベストなどが施工されて
いるおそれがある建築物

補 　 　 助
申 請 書 類

社会資本整備総合交付金要綱(住宅・建築物安全ストッ
ク形成事業)に基づき行うものとし、補助申請、完了報
告時点で次の書類が必要
補助申請 付近見取り図、建築確認通知書および検査済
証の写し、配置図、各階平面図(アスベストなどの施工
場所を表示)、現況写真(建物外観およびアスベストな
ど施工場所)、建物の所有権を証する書類、共同住宅の
場合決議を証する書類、複数の調査会社の見積書など
完了報告 分析調査結果報告書、調査会社との契約書の
写し、請求書および領収書(内訳書)の写しなど

補助対象者 含有調査を行う建築物の所有者(登記簿で確認)、市税
などを滞納していない人(完納証明書添付)

対象となる
含 有 調 査

建築物石綿含有建材調査者(建築物石綿含有建材調査者
講習登録規程に基づき登録を行っている者)が自ら実施
するもの▶調査方法はJIS A1481「建材製品中のアス
ベスト含有率測定方法」による

補 助 金 額 含有調査に要する経費の額とし、1カ所当たり10万円
以下(ただし、1棟につき25万円を限度とする)

受 付 期 間 ６月４日㈪～ 11月30日㈮

件 数 5カ所程度(先着順。予算がなくなり次第終了)
※これまでの実績では、アスベスト含有調査費用は1カ所当たり8万円
～ 10万円程度です

問 ①障がい福祉課☎948–6936・FAX 932–7553
　 ②子育て支援課☎948–6888・FAX 934–1814

味酒町

南江戸

生石町

土居田

和泉北

和泉南

朝生田町

堀之内 歩行町

一番町
二番町

三番町

湊町

竹原
小栗

藤原

立花 中村

小坂

枝松

勝山町
持田町

築山町

松山東雲中学校松山東雲中学校

大手町駅大手町駅松山駅松山駅

新玉小学校新玉小学校

城西
中学校
城西
中学校

土居田
駅
土居田
駅

双葉
小学校
双葉
小学校

雄新中学校雄新中学校

拓南中学校拓南中学校

雄郡小学校雄郡小学校

松山市駅松山市駅

石手川公園駅石手川公園駅

石井北小学校石井北小学校

伊予
立花駅
伊予
立花駅

番町
小学校
番町
小学校

松山市役所松山市役所

八坂小学校八坂小学校

素鵞
小学校
素鵞
小学校

堀江
小学校
堀江
小学校

内宮中学校内宮中学校

和気小学校和気小学校 伊予和気駅伊予和気駅 平田町

福角町

堀江町

内宮町

馬木町

和気町

堀江駅堀江駅

①

６月29日㈮まで

問
市
民
参
画
ま
ち
づ
く
り
課
☎

948
6
9
6
3
・
FAX
934
3
1
5
7

②

平成
29年度
1031件
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